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１ はじめに 

  入間市における学校給食の歴史は古く、昭和９年に児童の栄養向上のための栄養食が宮

寺小学校にて行われました。昭和２９年には、同校において自校給食が行われ、これが学

校給食の始まりです。 

  昭和２９年に制定された「学校給食法」のとおり、学校給食は、教育の一環として位置

付けられ、児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、児童生徒の食に対する正し

い理解と適切な判断力を養う上で極めて重要な役割を担っています。このため、特に安全

で安心な学校給食の提供が求められています。 

  学校給食における衛生管理の徹底については、平成２１年の学校給食法の大幅な改正に

よって、それまで局長通知であった「学校給食衛生管理の基準」は、大臣告示の「学校給

食衛生管理基準」となり、食数に適した広さにすることや非汚染作業区域とそれ以外の区

域を部屋単位で区分すること、ドライシステム導入に努めることなど更なる「食の安全・

安心」に向けた施設整備が求められるようになりました。さらに、増え続ける食物アレル

ギーへの対応や、平成１７年に制定された「食育基本法」に基づく食育活動の推進も求め

られるようになりました。 

  現在の学校給食センターは、竣工より４１年が経過しており、建物の老朽化や現行の学

校給食衛生管理基準への適合のほか、作業効率や施設の耐震性、樹脂食器（ＰＥＮ食器）

等への変更などの多くの課題に対応していく必要があります。 

  本整備基本構想は、学校給食法の考え方に基づく学校給食センターを計画的に整備する

ことによって、安全で安心なおいしい給食を提供できるよう、老朽化の進む現在の学校給

食センターと児童生徒数の推移を見据えた施設のあり方を総合的に検証及び検討し取りま

とめたものであり、今後の具体的な施設整備や設備等の検討が円滑に行われることを目的

としています。 
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〇計画の位置づけ 

 

 

 

【関連上位計画】 

 

 

 

 

 

  

          

 

【関連計画】 

 

 

 

 

入 間 市 立 学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 基 本 構 想  
 

【整備事業の基本理念】 

１安全で安心な食材の選定と衛生管理方式の 

導入 

２栄養バランスのとれたおいしい給食の提供 

３食育の推進活動に貢献できる施設設備 

４省エネルギー・環境への配慮 

５効率的かつ安定的な運営 

 

 

 

 

  
 

  

第６次入間市総合計画・後期基本計画 

・入間市行政改革大綱第２期実行計画     ・入間市公共施設マネジメント事業計画 

・第２次元気な入間食育推進計画     ・入間市地域防災計画 

・第三次入間市環境基本計画       ・入間市シティセールス戦略プラン・ 

 アクションプラン 

【整備事業の基本方針】 

１－１安全で安心な食材を使用する施設 

１－２衛生・危機管理の徹底と作業効率に

配慮した安全で快適な施設 

２－１栄養バランスのとれた、おいしい 

   給食が提供できる施設 

３－１食育推進スペースの充実整備と情報

発信ができる施設 

３－２地域や学校との連携による食育推進

へ向けたソフト施策の充実 

４－１循環型社会の実現や省エネルギー化

に取り組む施設 

４－２周辺環境に配慮した施設 

５－１安定的な供給体制の構築 

５－２入間市公共施設マネジメント事業計

画との整合 

■ 入間市立学校給食センター整備基本構想体系図 

第３期入間市教育振興基本計画 
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２ 施設の現状と課題 

  学校給食センターの施設の現状と課題について、以下に整理します。 

 (1) 施設の現状 

   学校給食センターの現状については、次のとおりです。 

  ① 基本的事項 

   ・竣工 昭和５６年２月（築４１年） 

   ・給食提供開始 昭和５６年４月 

   ・敷地面積 ５，２５７．０９㎡ 

   ・延床面積 １，７６３．６７㎡ 

   ・建物の構造 鉄骨造２階建 

   ・土地の区域区分   市街化調整区域 

   ・建物の用途     工場 

   ・建設費 ４３２，５８９千円（用地取得費は含まず） 

       （内建物工事費 ３５９，６９０千円） 

   ・調理能力（開所当時） ８，０００食 

   ・現在の最大調理能力（設備等に基づき）５，４００食 

   ・現在の提供食数（令和４年度現在）約４，０００食 

   ・受配校数 １１校（中学校） 

    ※小学校の給食室改修工事における臨時的な受け入れ実績あり。 

   ・年間稼動日数 １８７日（令和４年度） 

   ・基準給食回数 １８２回／年 

 

  ② 主な設備 

設備名 数量 設備名 数量 

ボイラー（ガス） ２基 フードカッター ２台 

蒸気釜 １１基 １槽シンク １０台 

ガス回転釜 ２基 ２槽シンク ６台 

自動煮炊き釜 ２基 食器洗浄機 ３基 

自動フライヤー １基 消毒保管庫 ２３基 

スチームコンベクションオーブン  ３台 配送用コンテナ ３０台 

マイコンスライサー ２台 冷蔵室（ユニット式） ２室 

野菜調理機  ２台 

 

  ③ 運営体制(令和４年度) 

職種等と人数 内訳 

事務所（８人） 事務職員（所長含む）４人、管理栄養士（市職員）２人、栄養

教諭（県費）２人 

調理員（３９人） 正規職員（調理員）１５人、会計年度任用職員（嘱託調理員）

１３人、会計年度任用職員（パートタイム調理員）１１人 

配送業務 民間業者へ委託（配送車台数５台） 

中学校配膳業務 １校（会計年度任用職員（パートタイム調理員））を除く他１０

校を民間委託 
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  ④ 配送順路等 

    配送については、学校給食衛生管理基準の中で規定されている、調理後２時間以内

の喫食要件を満たすよう、以下の順路を目安に配送しています。 

 

■ 配送経路一覧表 

車両 経路等 総距離 総時間 

１号車 
センター⇒（5km/20 分）黒須中⇒（5km/20 分）野田中⇒

（6km/15分）センター 
１６km ５５分 

２号車 
センター⇒（1km/10分）武蔵中⇒（3km/15分）上藤沢中⇒

（4km/10分）センター 
８km ３５分 

３号車 
センター⇒（4km/20 分）藤沢中⇒（1km/10 分）向原中⇒

（4km/10分）センター 
９km ４０分 

４号車 
センター⇒（1km/10分）東金子中⇒（5km/15分）金子中⇒

（5km/15分）西武中⇒（3km/10分）センター 
１４km ５０分 

５号車 
センター⇒（4km/20 分）豊岡中⇒（1km/15 分）東町中⇒

（5km/15分）センター 
１０km ５０分 

 

■ 配送経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 施設の機能から見た課題 

   学校給食センターの機能面から見た課題について、以下に整理します。 

  ① 耐震性能 

    学校給食センターは、昭和５６年２月に建設されたため、昭和５６年６月に建築基

準法が改正された新耐震基準ではなく、それ以前の旧耐震基準に準拠した施設です。 
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  ② 設備の老朽化 

    給排水管や、蒸気配管、排水処理施設といった施設設備の老朽化が進行している

ため、大規模な改修を行う必要があります。また、厨房設備についても食器洗浄機

などの設備は老朽化しており、更新が必要となっています。 

 

  ③ 空調機能の不足 

    学校給食衛生管理基準では、「調理場は、換気を行い、温度は２５℃以下、湿度は８

０％以下に保つよう努めること。また、調理室及び食品の保管室の温度並びに冷蔵庫

及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、これらの温度及び湿度は毎日記録すること。」と

規定されています。しかし、エアーコンディショナー機能が乏しい現在の設備では、

換気能力が低く、基準を満たすことが困難な状況となっています。このことは、食品

衛生の観点だけでなく、高温多湿な中で調理を行う調理員の労働安全衛生の点でも課

題となっています。 

 

  ④ 学校給食衛生管理基準に準拠した施設区分と施設の内容 

    学校給食衛生管理基準では、施設の区分を二次汚染防止の観点から汚染作業区域と

非汚染作業区域①に区分し、さらに作業ごとに部屋で区分するよう求めていますが、現

在の施設では区分をしていません。本来は、屋内で行われるべき検収作業も検収室が

ないため、屋外のプラットホーム上で行っています。また、人や物が自由に行き来で

きる構造で、かつ手狭であるため、直線が望ましい作業動線が確保できず、交差汚染

の原因となる恐れがあること、全てのトイレが洋式となっていないこと、外部に開放

される箇所へのエアカーテンが未設置であることなど、学校給食衛生管理基準を満た

していない部分が多くあり、衛生環境の充実が必要です。 

 

  ⑤ アレルギーへの対応 

    文部科学省が定める「学校給食における食物アレルギー対応指針」では、安全性を

最優先し、事故を防止する観点から原因食物の完全除去が基本とされています。また、

原因食物の混入を防ぐため、専用の部屋、器具、調理員を配置する必要がありますが、

学校給食センターでは、施設が古いため配置できず、除去食の調理ができません。こ

のことから、受配校の中学校では、入間市学校食物アレルギー対応マニュアルに基づ

き、該当のアレルゲンを含む献立については提供を控え（完全除去）、アレルギーの程

度によっては弁当を持参してもらう対応をしています。単独調理場②(小学校)では除

去食対応をしており、できるだけ児童が給食を喫食できるよう努めています。 

 

  ⑥ 食器や食缶などの更新 

    学校給食センターでは、現在でもアルマイト食器を使用しています。アルマイト食

器は、熱が伝わりやすいため、熱いものを入れると器全体が熱くなり、手に持つこと

ができず、顔を器に寄せる食べ方（いわゆる「犬食い」）の原因になっています。この

ため、断熱性に優れ、食器を持って食べるという、日本の食習慣を学ぶことができる

樹脂食器（ＰＥＮ食器）等への入れ替えを進めていく必要があります。 

    例えば、樹脂食器（ＰＥＮ食器）へ変更した場合は、アルマイト食器よりも厚みが

増すために、全体の容量が増えるので、食器消毒保管庫や配送用コンテナを増設しな

ければなりません。しかし、現状では、手狭で設置ができないことから、施設の更新
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に合わせて入れ替えを行うことになっています。また、配送後、中学校の配膳室で衛

生的に給食を保管する観点から、容器類についても、現在の二重食缶以外に、保温や

保冷機能がある食缶類が必要です。このようなことから、食育の向上と衛生管理の徹

底を図るため、食器や食缶などを更新する必要があります。 

 

３ 施設整備へ向けた課題 

 (1) 施設の規模 

   将来の中学校生徒数は、令和３年１０月１日現在の各中学校の学区内の居住者数から

推計すると、下表「中学校生徒数見込み」のとおりとなります。 

   市では、入間市公共施設マネジメント事業計画との整合を図りながら、令和８年度に

学校給食センターを更新する計画となっており、計画年度における中学校生徒の見込総

数は３，４６０人です。以後、年ごとに生徒数は減少する見込みですが、調理食数は、

更新年度における生徒数を基準に考える必要があります。さらに、この人数に教職員数

や小学校の給食室改修工事に伴う短期受入れなど若干の余裕を見込み、約４，０００食

の調理能力を有する施設が必要と考えます。 

 

■ 中学校生徒数見込み（令和４年度から令和８年度） 

学校名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

豊岡中 ２６９人 ２８０人 ２７９人 ２９３人 ２８９人 
金子中 １９８人 ２０３人 １８８人 １７５人 １７５人 
武蔵中 ３２１人 ３０８人 ３０５人 ３１０人 ３０５人 
藤沢中 ６０３人 ６０８人 ６０５人 ６１２人 ５８３人 
西武中 １４２人 １４２人 １４１人 １３６人 １３７人 
向原中 ４８９人 ４８８人 ４７９人 ５００人 ５０５人 
黒須中 ２７４人 ２７７人 ２７１人 ２６６人 ２６３人 
東金子中 ３１３人 ３０８人 ２８４人 ２７８人 ２５５人 
上藤沢中 ４６０人 ４５５人 ４３４人 ３９４人 ３５０人 
東町中 ２２３人 ２５２人 ２６３人 ２７０人 ２５３人 
野田中 ３４２人 ３４４人 ３５９人 ３６９人 ３４５人 
計 ３,６３４人 ３,６６５人 ３,６０８人 ３,６０３人 ３,４６０人 

 

 
 ※令和３年１０月１日現在の小学１年生から中学３年生までの通学区域内の児童・生徒数から推計 
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生徒数見込み
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■ 小学校児童数見込み（令和４年度から令和８年度） 

学校名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

豊岡小 ３７７人 ３５９人 ３５５人 ３５１人 ３４１人 

黒須小 ４７５人 ４６８人 ４８３人 ４９７人 ４９６人 

扇小 ８１０人 ８０４人 ７８１人 ７３９人 ７０３人 

東金子小 ２９９人 ２８４人 ２８３人 ２９１人 ２８６人 

金子小 ３４８人 ３２７人 ３２７人 ３３０人 ３１５人 

宮寺小 ２３１人 ２１９人 ２２０人 ２１０人 １８７人 

藤沢小 ４２０人 ４０３人 ３８８人 ３７０人 ３４９人 

藤沢南小 ３９４人 ３５１人 ３３２人 ３１８人 ２９８人 

狭山小 ３８２人 ３７８人 ３６０人 ３４１人 ３３２人 

西武小 ６５２人 ６４３人 ６０７人 ５６９人 ５７２人 

藤沢東小 ５５３人 ５２５人 ５２９人 ５１８人 ５０７人 

藤沢北小 ６６３人 ６５２人 ６７７人 ６５２人 ６２２人 

仏子小 ２５９人 ２４７人 ２４０人 ２４２人 ２４１人 

新久小 ２３５人 ２３５人 ２５０人 ２３２人 ２２７人 

東町小 ４７４人 ４５７人 ４５８人 ４４３人 ４３７人 

高倉小 ２４７人 ２６４人 ２５７人 ２６１人 ２５０人 

計 ６,８１９人 ６,６１６人 ６,５４７人 ６,３６４人 ６,１６３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※令和３年１０月１日現在の未就学児から小学６年生までの通学区域内の幼児・児童数から推計 

 

  

0人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

700人

800人

900人

児童数見込

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度



 

- 8 - 

 

 

■ 共同調理場の各室配置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   衛生管理の観点から、作業動線の交差による食材の汚染を防ぐため、調理場では調理

工程ごとに諸室を細分化して配置するとともに、食材や作業の流れを一方通行にする必

要があります。 

   その他の部分では、不特定の人も訪れる施設として、外来者と調理員の動線分離を行

い、バリアフリー化に伴う昇降機等の設置など共用化の面積部分を確保するなど、施設

面積は基準面積を大幅に上回る場合があります。また、このほかにも事務室や調理員の

休憩室、配送員の控室、調理員用のトイレ、多目的トイレ等の屋内の諸室に係る面積確

保や、配送車や食材の納品業者のトラックヤードや駐車場、車路、受水槽やキュービク

ル（高圧受電設備）等の屋外施設、緑地等の面積確保が必要となります。 

 

 (2) 最適な調理方式と施設の稼働年数 

   現在、中学校は共同調理方式、小学校は自校調理方式となっています。この調理方式

を将来にわたって継続するのか、あるいは変更するのかについては、児童生徒数の推移

や給食の安全安心の確保、業務の効率性など様々な視点から各調理方式に関する比較検

討を行い、そのうえで施設の稼働年数を見極める必要があります。 

 

４ 施設整備の基本的な考え方 

   市内全域を対象とする大規模な学校給食センターの建設は、市が取り組む小・中学校

の統廃合を視野に入れ、今回限りとします。今後は、公共施設マネジメント事業計画と

の整合を図りながら、施設の稼働期間中において、親子方式③とすることを前提に検討を

進め、最適な調理方式を採用していくこととします。 

   なお、令和８年度に新しい施設が運用を開始するまでの間、現在の施設は稼働させる

こととし、学校給食の提供は継続することとします。 
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 (1) 学校給食センター用地の条件 

   学校給食センターの整備にあたっては、以下の条件に合致する用地を選定する必要が

あります。 

   〇配送条件 

    ・市内の全ての中学校において、調理後２時間以内に喫食できるよう、各学校から

の距離を勘案した用地を選定します。 

    ・配送車や食材搬入者の出入りに適した幅員を有する道路に接する用地を選定しま

す。 

   〇敷地形状・規模 

    ・学校給食センターは、基本的に食材搬入から調理、搬出、回収までの一連の作業

が基本となるため、施設形状としては長方形となり、敷地も長方形の整形が望ま

しいと考えます。 

    ・敷地の規模は、施設の建築面積、建ぺい率、必要緑化面積、屋外施設（駐車場、

配送車車庫など）により算定する必要があります。 

   〇インフラ条件 

    ・学校給食センターは、エネルギー消費が大きい施設であるため、電気、ガス、水

道、下水道等のインフラ条件が整っている用地が必要です。 

   〇環境条件 

    ・学校給食センターは、車両の出入り、調理による臭気、騒音等が発生する可能性

のある施設であり、周辺環境に配慮して用地を選定します。 

 

 (2) 施設内容 

   〇規模 

    ・提供可能食数は、１日当たり約４，０００食を見込んでいます。 

   〇学校給食センターの提供対象 

    ・センター給食の提供対象については、現在提供している中学校を対象とし、小学

校については、給食室の改修工事に伴う短期的な受け入れを対象とする施設とし

ます。 

   〇延床面積 

    ・公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目による基準面積や教

育施設としての機能及び衛生管理の観点から、食材や作業の流れを一方通行にで

きるよう、必要な面積を精査します。 

   〇食物アレルギーへの対応 

    ・食物アレルギーに対応できる独立した専用調理室、専用の調理機器及び器具が必

要となります。 

   〇防災機能 

    ・災害時において、炊き出し等が提供できる施設とするため、災害時に使用する物

資を保管できるスペースを検討します。 

 

 (3) 施設内作業動線 

  ア 準拠する基準 

    学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアル等の諸基準に基づく

こととします。 
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  イ 施設内の動線 

    施設内の動線は、上記基準により、汚染区域と非汚染区域、その他の区域（一般居

室等）を明確に分離し、食材受入から調理、配送の流れが一方通行となるように計画

します。 

    作業効率性を考慮し、事務室及び給食調理エリアは１階に配置し、その他諸室（更

衣室、休憩室、会議室など）及び食育等に配慮した調理作業見学スペースは主に２階

に配置します。 

 

   ■ 導入諸室及び施設構成例 

区  分 導入諸室 

調 

理 

場 

給

食

調

理

エ

リ

ア 

汚染作業区域（午前） 

納入プラットフォーム、荷受室、検収室、貯米

庫、洗米室、食品庫、仕分室、下処理室、器具洗

浄室、油庫、廃棄庫 

汚染作業区域（午後） 洗浄室、洗剤庫、残菜庫 

非汚染作業区域 

炊飯室、調理室、揚物・焼き物調理室、サラダ和

え物室、アレルギー対応室、コンテナ室、配送風

除室、器具洗浄室、洗浄後室 

準備室・前室 
汚染作業区域準備室、非汚染作業区域準備室、

配送員控室・準備室 

調理員諸室 
職員用玄関、倉庫、トイレ、休憩室、更衣室、シ

ャワー室、洗濯乾燥室、会議室 

職員事務諸室 

玄関、市事務室、検収事務・準備室、給湯室、外

来者用トイレ、多目的トイレ、見学通路、倉庫・

書庫、配送員控室、調理実習室 

 

 (4) 調理業務のあり方 

   調理業務については、現在の学校給食調理員の職種変更が困難であることなどから、

当面は任用を継続し、直営方式にて実施することとします。なお、任用について、セン

ター方式から親子方式等に移行していく中で、調整を図ることとします。 

 

 (5) 保育所の給食調理 

   保育所の給食調理については、当該児童福祉施設内で調理する方法により行うことが

原則であり（「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第１１条第１項）、また、乳

幼児期は心身の発育・発達の個人差が大きい時期であるため、発達段階や摂食機能に対

する適切な対応が必要となります。さらに、配送のための時間を考慮すると、現状のよ

うに各保育所で調理を行う方が、児童の健康維持と保護者に対するきめ細やかな対応が

できるため、学校給食センター調理の対象外とします。 
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５ 施設整備における基本理念と基本方針 

  施設整備における基本理念と基本方針については、前述の基本的な考えを踏まえ、学校

給食の理念を実現するために、下記のとおり設定します。 

 

【基本理念１】安全で安心な食材の選定と衛生管理方式の導入           

 給食の基礎となる食材の確保については、国産食材の調達を基本とした「学校給食用物資

規格書」に基づくほか、地域と連携して新鮮かつ生産者の顔が見える地場産食材の確保に努

めます。また、学校給食衛生管理基準に基づく施設整備により食材の２次汚染を防止し、食

材の搬入から検収、調理、食器回収などの一連的な作業工程ではＨＡＣＣＰ（危機分析重要

管理点方式）④の考え方を取り入れた衛生管理を実施します。 

 

基本方針 1-1：安全で安心な食材を使用する施設                 

【食材の調達・搬入】 

〇 国産を基本とする安全で安心な食材の調達や使用が可能な体制構築を目指します。 

 

【食物アレルギーへの対応】 

〇 食物アレルギーに対応できる専用調理室を整備し、生徒が安心して食べられる学校給食

の調理に努めます。 

〇 食物アレルギーに対する学校の対応手順や指導、学校給食調理の対応をまとめた入間市

学校食物アレルギー対応マニュアルに基づき、学校や関係機関等と密接に連携して、リ

スクの除去に努めます。 

 

基本方針 1-2：衛生・危機管理の徹底と作業効率に配慮した安全で快適な施設    

【「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」等の順守】 

〇 ドライシステム⑤の採用や、汚染・非汚染作業区域を明確に区分し、ＨＡＣＣＰ（危機分

析重要管理点方式）の考え方を取り入れた工程管理等により衛生管理の徹底を図ります。 

 

【労働環境】 

〇 機械的な温度・湿度の管理をするためのエアーコンディショナー機能に優れた空調設備

や作業を効率的かつ安全に行うための機器を導入するほか、移動しやすい作業動線を確

保すること等により、事故を防ぎ、安全で快適な労働環境を整備します。 

 

【基本理念２】栄養バランスのとれたおいしい給食の提供             

 児童生徒の心身の健全な発達や健康の維持、正しい食習慣の形成を支援するため、栄養バ

ランスのとれた給食を提供します。また、調理方法を工夫し、苦手な食べ物でも残さず食べ

ることができるおいしい給食を提供します。そのために、温かいものは温かく、冷たいもの

は冷たいままの状態を保持した給食を提供します。 
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基本方針 2-1：栄養バランスのとれた、おいしい給食が提供できる施設       

【調理環境の充実】 

〇 冷却機や和え物室などの導入をはじめ、調理機器や設備の充実と機能の向上を図ります。

これにより、多様な調理方法や様々な献立に対応できる調理環境を構築し、伝統食や行

事食を含む栄養バランスのとれたおいしい学校給食を提供します。 

〇 炊飯機器を導入し、これまでできなかった炊き込みご飯など米飯給食献立の充実を図り

ます。 

【調理時間・給食配送】 

〇 調理作業を効率的に行うことができる設備・機器の導入や、適温が保持できる食缶類を

導入することにより、安全で安心な給食が提供できるよう努めます。 

〇 学校給食衛生管理基準に定める調理後２時間以内の喫食が遵守されるよう、調理から配

送までの各作業時間の適切な管理に努めます。 

 

【基本理念３】食育の推進活動に貢献できる施設整備               

 市では、第６次入間市総合計画・後期基本計画において、「健康づくりの推進」を施策とし

て掲げており、施策の方向性として、主体的な健康づくりの支援として食育の推進に積極的

に取り組むこととしています。また、「第２次元気な入間食育推進計画」においては、学齢期

（６～１７歳ごろ）における学校での取組として、「給食を生きた教材として活用し、食育を

推進する。」としています。このようなことから、市内小・中学校をはじめとする関係機関と

の連携を図るとともに、地場産物の積極的な活用や、地域の食文化の伝承を進めていきます。

また、「いのちや自然を大切にする」精神を養う取組や、「生産者や調理員など給食を作る人々

への感謝の気持ち」を育む取組について積極的に進めていきます。 

 

基本方針 3-1：食育推進スペースの充実整備と情報発信ができる施設        

【見学・展示スペース】 

〇 学校給食を生きた教材として活用しながら食育を推進するため、様々な工程が見学でき

る見学スペースや、食に関する情報が得られる展示スペースを備えた施設とします。 

 

【交流・情報発信スペース】 

〇 学校給食センターと市内小・中学校との連携を深め、給食調理技術の伝承や新規献立の

研究開発に努めるとともに、地域との連携強化を図るため、料理教室や給食試食会等が

開催できる調理実習室や研修・交流スペースを設置し、学校給食を始めとする食に関す

る情報を発信するとともに、食育に貢献できる施設とします。 

 

基本方針 3-2：地域や学校との連携による食育推進へ向けたソフト施策の充実    

【学校教育との連携】 

〇 学校給食を活用した食育指導等のため、各中学校への栄養教諭等の派遣など、学校教育

と連携した給食事業を継続していきます。 
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【食育情報の発信】 

〇 学校給食センターのホームページや給食だよりなどの媒体により、食に関する啓発や情

報発信を進めるとともに、伝統的な食文化の継承や、家庭との連携による食育を推進す

るために、給食試食会をはじめとする諸活動について充実を図ります。 

 

【基本理念４】省エネルギー・環境への配慮                   

 国際社会の共通目標であるＳＤＧｓ⑥では、エネルギーや地球環境に関することが目標と

して掲げられています。学校給食センターの更新にあたっては、入間市環境方針に従い、施

設全体での省エネルギー化や環境負荷の低減を積極的に進めていきます。 

 

基本方針 4-1：循環型社会の実現や省エネルギー化に取り組む施設         

【食品廃棄物への対応・環境に配慮した設備機器の導入】  

〇 太陽光発電やコージェネレーションシステム⑦等の活用や省エネルギー機器の導入を検

討し、地球環境に配慮した施設づくりを進めます。 

〇 総合クリーンセンターと連携し、食品廃棄物の発生抑制と再資源化に努めます。 

 

基本方針 4-2：周辺環境に配慮した施設                     

【建設場所】 

〇 施設の建設場所については、各学校への配送時間、学校給食衛生管理基準を始めとする

関係法令などの諸条件を総合的に勘案します。 

〇 周辺環境への影響については、敷地内の緑地の確保や、車両出入り口の安全確保などに

十分配慮し、可能な限り少なくなるような施設配置とします。 

 

【除害施設】 

〇 除害施設⑧又は排水処理施設⑨の設置により、排水の水質維持や臭気、防音対策を徹底す

るとともに、適切な緩衝緑地の設置などにより環境負荷の低減と周辺環境との調和を図

ります。 

 

【基本理念５】効率的かつ安定的な運営                     

 今後、当市における児童生徒数は、減少することが見込まれますが、入間市公共施設マネ

ジメント事業計画に基づく、単独調理場（小学校）の改修工事等に伴う一時的な受け入れも

考慮し、安定的に学校給食が提供できる体制を整備するとともに、運営の効率化を図ります。 

 加えて、事故や災害等の不測の事態が発生した場合を想定し、学校給食事業の早期復旧や、

リスク回避のための措置をあらかじめ講じておきます。 

 

基本方針 5-1：安定的な供給体制の構築                     

【施設規模と調理能力】 

〇 将来の単独調理場（小学校）の給食室改修工事の際の受け入れなどを見据えた適切な調

理能力と施設規模を設定し、継続的に給食が提供できる体制を整えます。 
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【施設の防災性】 

〇 施設は災害時にも耐えるような構造とします。また、危機管理部門と連携して、大規模

災害時には炊き出し等が提供できる施設とします。 

 

【配送時刻の定時化】 

〇 交通渋滞や事故等の不測の事態による遅配等のリスクに備えるため、定時性の高い配送

ルートを設定します。 

 

基本方針 5-2：入間市公共施設マネジメント事業計画との整合           

【調理方式と対象】 

〇 新たに整備する学校給食センターは、現在と同様の共同調理場（共同調理方式）とし、

対象を各中学校とします。また、食育を重視し、施設の機能を低下させることなく、衛

生管理の向上、事業の効率化を図りながら、より質の高い学校給食の提供を図ります。 

 

【入間市公共施設マネジメント事業計画との整合】 

〇 市内公共施設の３０年間に及ぶ整備を見据えて計画された入間市公共施設マネジメント

事業計画との整合を図った施設整備を行います。 

 

【運営方式】 

〇 安全で安心な給食の安定的な提供という学校給食の目的を達成することを基本として、

より効率的かつ効果的な事業運営を図るため、民間活力の導入の可能性や範囲について

検討します。 

 

【整備手法】 

〇 基本構想の実現を図るため、学校給食センターについては、事業のスケジュールなどを

勘案した上で、民間活力の導入を含め、最適な整備手法を選択します。 

 

６ 学校給食センターの更新に必要な取組 

  入間市公共施設マネジメント事業計画では、第１期（２０１９年～２０２８年）に建て

替えを行い、施設整備及び事業運営にあたっては民間活力の導入を検討するとの考え方・

方向性が示されています。 

  学校給食センターの整備手法の比較・検討については、次のとおりです。なお、公共と

民間の業務区分は、各事業手法の一般的なイメージとして記載しています。 
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■ 学校給食センター整備手法の比較 

方式 事業方式 資金調達 

業  務 
維持管理 

契約期間 
事業実績 

設計・建設 維持管理 

従来⑩ 公設公営方式 公共 公共 公共 単年度 多数あり 

ＤＢ方式⑪ 公共 民間 公共 単年度 あり 

ＤＢＯ方式⑫ 公共 民間 民間 15年～20年程度 あり 

リース方式⑬ 民間 民間 民間 10年程度 少ない 

ＰＦＩ 

方式⑭ 

ＢＴＯ方式⑮ 民間 民間 民間 15年～20年程度 多数あり※1 

ＢＯＴ方式⑯ 民間 民間 民間 15年～20年程度 少ない 

※１ ＰＦＩ法が制定された当初は、ＰＦＩ方式（ＢＴＯ方式）を採用する自治体は多かっ

たが、最近では少なくなってきている。 

 

  入間市における学校給食センターの更新にあたっては、魅力ある学校給食の提供、安全

で安心な給食を提供するためにも、老朽化した施設の早期改修が求められています。調理

業務においては、現在の学校給食調理員の配置状況を考慮し、当面は、学校給食調理員に

よる直営方式とすることを前提に検討を進めています。 

  学校給食センター事業は、基本的にサービス購入型で利用料金収入のない事業です。 

  ＰＦＩ方式は、市が想定している 4,000食では食数が少なく、学校給食施設としては規

模が大きくないことから、ＳＰＣ設立・管理費等によりコスト削減メリットが出にくくな

ります。また、近年の学校給食センター整備におけるＰＦＩ方式での事例では、参画企業

が少ない傾向にあり、競争性が確保できるか不透明な状況です。さらに、従来方式に比べ

て、財政縮減効果が見込まれますが、民間事業者の募集期間の長期化で開設時期が遅れる

ことが見込まれます。 

  これらのことから、入間市における学校給食センターの更新に係る整備手法の方向性と

しては、ＰＦＩ方式による整備手法は除外し、リース方式やＤＢ又はＤＢＯ方式などの民

間活力、あるいは従来方式による整備手法を検討してまいります。 

  なお、計画期間内における必要な取組については、下記のとおりです。 

 

■ 学校給食センターの更新に必要な取組 
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◆用語の補足説明 

①汚染作業区域と非汚染作業区域 

 学校給食における食中毒を防止するため、外部からの汚染を調理室内に持ち込まないよう

に汚染作業区域と非汚染作業区域に区分し、区域間での調理員や物の移動を制限すること

で交差汚染を防止します。汚染作業区域とは、検収室、下処理室などを言い、非汚染作業

区域とは調理室、配膳室などを言います。 

②単独調理場と共同調理場（自校給食方式と共同調理方式） 

 単独調理場とは、一つの調理場で一つの学校の給食を作る方式の調理場で、自校給食方式

といわれる調理場のことです。共同調理場とは一つの調理場で複数の学校の給食を作る方

式の調理場で、センター方式又は共同調理方式といわれる調理場のことです。本市では小

学校の給食は単独調理場で、中学校の給食は共同調理場で調理しています。 

③親子方式 

 調理場を持つ自校方式の学校（親）が、調理場を持たない学校（子）の給食調理も行い、

給食時間までに配送する方式です。 

④ＨＡＣＣＰ（ハサップ）：危機分析重要管理点方式 

 ＨＡＣＣＰとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略語であり、危機分

析（ＨＡ）と重要管理点（ＣＣＰ）によって、一つ一つの製品の安全性を保障しようとす

る衛生管理の方法のことです。 

⑤ドライシステム 

 ドライシステムとは、床に水が落ちない構造の施設・設備、機械・器具を使用し、床が乾

いた状態で作業するシステムです。床に有機物や水分を落とさないため細菌の繁殖を防止

できるとともに、床からの跳ね水による食品の汚染も防止できます。また、長いゴム前掛

や長靴の必要がないため、調理従事者の身体の負担軽減にもなります。 

⑥ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）：持続可能な開発目標 

 ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals」の略語であり、２０１５年９月の国連

サミットで加盟国の全会一致で採択された、２０３０年までに持続可能でより良い世界を

目指す国際目標であり、１７のゴール（開発目標）から構成されています。 

⑦コージェネレーションシステム 

 コージェネレーションシステム（コジェネ）とは、「共同」や「共通」という意味を持つ「コ

ー（co-）」で始まる名前の通り、２つのエネルギーを同時に生産し供給するしくみです。

現在主流となっているコジェネは、「熱電併給システム」と呼ばれるもので、まず発電装置

を使って電気をつくり、次に、発電時に排出される熱を回収して、給湯や暖房などに利用

します。 

⑧除害施設 

 除害施設とは、下水道法に規定する下水道自体に害を及ぼすレベルの悪質汚水に含まれる

有害物質を、公共下水道に流す前に除去するための施設のことです。除害施設の主なもの

は、飲食店等で動植物性油脂類を分離するグリース阻集器（グリーストラップ）や、給油

所等で鉱油類等を分離するオイル阻集器（ガソリントラップ）等があります。 

⑨排水処理施設 

 排水処理施設とは、水質汚濁防止法に基づき工場又は事業場から河川などの公共用水域に

水を排出する者が設置する特定施設のことで、排水を法定基準に浄化するための施設です。 
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⑩従来方式 

 従来方式とは、資金調達、調理員等の確保を含めて設計から建設、維持管理・運営に至る

までのすべてのことを自治体が主体となって行う方式です。現在当市が多くの事業で採用

している整備手法であり、かつ現在の学校給食センターの運営方法に近いものです。 

⑪ＤＢ方式 

 ＤＢ方式とは、自治体が資金調達を行い、設計・建設を一括して民間事業者が行う方式で、

運営は直営方式で行うものです。 

⑫ＤＢＯ方式 

 ＤＢＯ方式とは、施設の設計・施工・維持管理・運営を一括して民間事業者が行う方式で

す。 

⑬リース方式 

 リース方式とは、民間事業者が資金調達を行い、設計・建設し、事業期間を通じて維持管

理業務を行う方式で、運営は直営方式で行うものです。 

⑭ＰＦＩ方式 

 ＰＦＩ方式とは、今まで公的部門が対応してきた公共施設等の設計、建設、維持管理、運

営などの業務について、民間の資金と経営能力及び技術力（ノウハウ）を活用し、良質で

低コストでの公共サービスの提供を実現するための方式です。 

⑮ＢＴＯ方式 

 ＢＴＯ方式とは、民間事業者が公共施設等の設計建設を行い、その施設を自治体に譲渡し

た後、その施設の運営、維持管理を行う方式です。 

⑯ＢＯＴ方式 

 ＢＯＴ方式とは、民間事業者が公共施設等の設計建設を行い、その施設を所有したまま運

営、維持管理を行う方式です。民間事業者は、事業期間終了後、その施設を自治体に譲渡

します。 
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